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I 伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本

的な事項  

１  森 林 整 備 の 現 状  

本市は、名古屋市の東方約 20km～70km の地点、愛知県の中

央部から北東部に位置している。北部から東部は、愛知高原国定

公園及び天竜奥三河国定公園の一部として岐阜県、長野県、設楽

町 及 び 新 城 市 と 接 し て い る 。 南 部 は 岡 崎 市 、 安 城 市 及 び 知 立 市 、

西部は刈谷市、み よし市、日進市、長久手市 及び瀬戸市と接して

いる。また、北東部から北部にかけて矢作川が岐阜県恵那市との

市境を西へ、北部からは南西に向かい、南部の市街地や平野の中

央部を流れ、豊かな恵みをもたらしている。  

平成 17 年４月 １日に豊田市が旧藤岡町、旧小原村、旧足助町、

旧 下 山 村 、 旧 旭 町 及 び 旧 稲 武 町 と 合 併 し 、 市 域 の 総 面 積 は

91,832ha（令和 ７ 年 3 月末。以下同じ）になった。都市周辺で

は森林が宅地等に転用される傾向があるものの、森林面積（国有

林を含む）は 62,144ha、市域面積の約 68％を占め、合併前と比

べて、森林面積は約６倍、人工林面積は約 13 倍に増加した。本

市は、自動車産業を中心とする産業都市であると同時に広大な森

林を有する都市になった。  

地域森林計画対象森林 60,879ha のうち、約 58％（35,015ha）

を占めるこれまで造林されてきたスギ、ヒノキの人工林は、木材

価格の低迷、林業従事者の高齢化などにより 手入れ不足の 森林も

見られる。一方、 約 39％ （23,773ha）を占める天然 林の多く

は、燃料革命以前までは地域住民の生活に密着した里山として活

用されてきたが、現在では「雑木林 」として放置され た状態が続

いている。  

こ う し た 中 、 森 林 の 役 割 と し て は 、 木 材 生 産 機 能 だ け で な く 、

国土保全や水源かん養、地球温暖化防止あるいは、都市住民のレ

クリエーションの場など、森林の持つさまざまな公益 的機能の発

揮に期待が高まっている。  

 

２  森 林 整 備 の 課 題  

豊田市の森林政策の大きな契機となったのは、 2000 年 9 月の

東海（恵南）豪雨 災害である。山間 地域では沢抜けなどの山 腹崩

壊が多数発生し、矢作川の中流域では豊田スタジアム周辺など各

所で浸水被害を受けたほか、豊田市街地付近も堤防を越える寸前

まで水位が上昇した。  
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豊田市は、風化花崗岩が多く脆い地質構造で、川沿いには急傾

斜地が広がるなど、山地災害等が起こりやすい。これまでも伊勢

湾台風（ 1959 年）、47 豪雨災害（ 1972 年）など、大規模災害に

度々見舞われてきた。このため、「災 害に強い森づくり」が豊田市

の森林政策の根幹で あり、過密人工林の整備や森林保全のルール

設定などが不可欠になっている。  

また、木材価格の低迷は変わらず、とりわけヒノキ価格は右肩

下がりで下落し、ヒノキ林を主力とするこの地域に深刻な影響を

与えている。伐採・搬出作業の効率 化の取組も道半ばで、林業採

算性は低下したままである。これらの影響もあって、現場で働く

森林作業員数は減少の一途をたどっており、人手不足による間伐

実績の伸び悩みや、森林作業員の待遇改善 、技術力向上が十分に

進んでいないのが現状である。  
 

３  森 林 整 備 の 基 本 方 針  

本市は、森林の有する公益的機能が高度に発 揮される森づくり

を基本として、長期的視点に立った森林の保全・活用を図ってい

くため、森づくりの基本理念、市・森林所有者等の責務・役割等

を示した「豊田市 森づくり条例」、「 新・豊田市 100 年の森づくり

構想」、「第 ４次豊 田市森づくり基本計画」を策定した。なお、こ

れらの策定にあたっては、森林・林業関係者、学識経 験者 や市民

等が加わった「と よた森づくり委員会」の場で協議し 、意見を取

り入れている。  

ま た 、 本 市 に お け る 皆 伐 、 路 網 設 置 及 び 更 新 の ル ー ル と し て 、

学識経験者、森林・林業関係者で構 成する「森林保全 ガイドライ

ン策定検討会」で検討した上で、「豊田 市森林保全ガイドライン」

（平成 30 年度 ） に定めている。  

 

（ １ ）  地 域 の 目 指 す べ き 森 林 の 姿  

森林の主な機能 には水源涵(かん)養機能、山地災害防止機能

／土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション

機能、文化機能、生物多様性保全機能などからなる公益的機能

及 び 木 材 等 生 産 機 能 が あ り 、 各 機 能 に 応 じ た 望 ま し い 森 林 資

源の姿を次のとおり とする。  

 

ア  水 源 涵 (か ん )養 機 能  

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄

える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森
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林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備され

ている森林  

 

イ  山 地 災 害 防 止 機 能 ／ 土 壌 保 全 機 能  

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射

し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を

保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害

を防ぐ施設が整備されている森林  

 

ウ  快 適 環 境 形 成 機 能  

樹 高 が 高 く 枝 葉 が 多 く 茂 っ て い る な ど 遮 蔽 能 力 や 汚 染 物

質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林  

 

エ  保 健 ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 機 能  

身近な自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様

な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している

森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が

整備 されている森林  

 

オ  文 化 機 能  

史跡・名勝等と一体となって潤いある自然景観や歴史的風

致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適

した施設が整備されているなど、精 神的・文化的・知的向上

等を促す場としての森林  

 

カ  生 物 多 様 性 保 全 機 能  

原 生 的 な 森 林 生 態 系 、 希 少 な 生 物 が 生 育 ・ 生 息 す る 森 林 、

陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林等、

その土地固有の生物群集を構成する森林  

 

キ  木 材 等 生 産 機 能  

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で

良好な樹木により構成され成長量が高い森林であって、林道

等の基盤施設が適切に整備されている森林  

 

（ ２ ）  森 林 整 備 の 基 本 的 な 考 え 方 及 び 森 林 施 業 の 推 進 方 策  

森 林 の 有 す る 機 能 ご と の 森 林 整 備 の 基 本 的 な 考 え 方 及 び 森

林施業は 、次のとおり である。  
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◎  森 林 の 有 す る 機 能 ご と の 森 林 整 備 の 考 え 方 及 び 森 林 施 業

の推進方策  

森林の有する  
機能  

森林整備の考え方及び森林施業の推進方策  

水源 涵
か ん

養機能  

ダム集水区域 や主 要な河川の上 流に 位置する

水源地周辺の 森林 及び地域の用 水源 として重要

なため池、湧 水地 及び渓流等の 周辺 に存する森

林について は 、水 源涵養機能の 維持 増進を図る

森林として整備及び保全を推進する。  

具体的には、 洪水 の緩和や 良質 な水 の安定供

給を確保する 観点 から、適切な 保育 ・間伐を促

進しつつ、下 層植 生や樹木の根 を発 達させる施

業を 推進する とと もに、伐採に 伴っ て発生する

裸地について は、 縮小及び分散 を図 る。また、

自然 条件や市 民の ニーズ等に応 じ、 天然力も活

用した施業を推進する。  

ダム等の利水 施設 上流部等にお いて 、水 源涵

養の機能が十 全に 発揮されるよ う、 保安林の指

定やその適切 な管 理を推進する こと を基本とす

る。  

 

 

 

 

 

 

山 地 災 害 防 止
機能／  
土壌保全機能  

山腹崩壊等に より 人命・人家等 施設 に被害を

及ぼすおそれ があ る森林など、 土砂 の流出 ・崩

壊その他山地 災害 の防備を図る 必要 のある森林

は、山地災害 防止 機能／土壌保 全機 能の維持増

進を図る森林として整備及び保全を推進する。  

具体的には、 災害 に強い国土を 形成 する観点

から、地形、 地質 等の条件を考 慮し た上で、林

床の裸地化の 縮小 及び回避を図 る施 業を推進す

る。また、 自 然条 件や市民のニ ーズ 等に応じ、

天然力も活用した施業を推進する。  
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集落等に近接 する 山地災害の発 生の 危険性が

高い地域等に おい て、土砂の流 出防 備等の機能

が十全に発揮 され るよう、保安 林の 指定やその

適切な管理を 推進 するとともに 、渓 岸の侵食防

止や山脚の固 定等 を図る必要が ある 場合には、

谷止や土留等 の施 設の 設置を推 進す ることを基

本とする。  

 

 

 

 

快 適 環 境 形 成
機能  

市民の日常生 活に 密接な関わり を持 つ里山 林

等であって、 騒音 や粉塵等の影 響を 緩和する森

林及び森林の 所在 する位置、気 象条 件等からみ

て風害、霧害 等の 気象災害を防 止す る効果が高

い森林 につい て は 、快適環境形 成機 能の維持増

進を図る森林として整備及び保全を推進する。  

具体的には、 地域 の快適な生活 環境 を保全す

る観点から、 風や 騒音等の防備 や大 気の浄化の

ために有効な 森林 の構成の維持 を基 本とし、樹

種の多様性を 増進 する施業や適 切な 保育・間伐

等を推進する。  

 

 

 

 

 

保 健 ・ レ ク リ
エ ー シ ョ ン 機
能  

観光的に魅力 ある 高原、渓谷等 の自 然景観や

植物群落を有 する 森林、キャン プ場 や 森林公園

等の施設を伴 う森 林など、市民 の保 健・教育的

利用等に適し た森 林 については 、保 健・レクリ

エーション機 能の 維持増進を図 る森 林として整

備及び保全を推進する。  

具体的には、 市民 に憩いと学び の場 を提供す

る観点から、 自然 条件や市民の ニー ズ等に応じ

広葉樹の導入 を図 るなどの多様 な森 林整備を推

進する。  
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また、保健等 のた めの保安林指 定や その適切

な管理を推進する。  

文化機能  

史跡、名勝等 の所 在する森林や 、こ れらと一

体となり優れ た自 然景観等を形 成す る森林 につ

いて は、潤い ある 自然景観や歴 史的 風致を構成

する観点から 、文 化機能の維持 増進 を図る森林

として整備及び保全を推進する。  

具体的には、 美的 景観の維持・ 形成 に配慮し

た森林整備を推進する。  

また、風致の 保存 の ための保安 林の 指定やそ

の適切な管理を推進する。  

生 物 多 様 性 保
全機能  

全ての森林は 多様 な生物の生育 ・生 息の場と

して生物多様 性の 保全に寄与し てい る。このこ

とを踏まえ、 森林 生態系の不確 実性 を踏まえた

順応的管理の 考え 方に基づき、 時間 軸を通して

適度な攪乱に より 常に変化しな がら も、一定の

広がりにおい てそ の土地固有の 自然 条件・立地

条件に適した 様々 な生育段階や 樹種 から構成さ

れる森林がバ ラン ス良く配置さ れて いることを

目指す。  

とりわけ、原 生的 な森林生態系 、希 少な生物

が生育・生息 する 森林、陸域・ 水域 にまたがり

特有の生物が 生育 ・生息する渓 畔林 などの属地

的に機能の発 揮が 求められる森 林に ついては、

生物多様性保 全機 能の維持増進 を図 る森林とし

て保全する。 また 、野生生物の ため の回廊の確

保にも配慮した適切な保全を推進する。  

木 材 等 生 産 機
能  

林木の生育に 適し た森林で、効 率的 な森林施

業が可能な森 林 に ついて は、木 材等 生産機能の

維持増進を図る森林として整備を推進する。  

具体的には、 木材 等の林産物を 維持 的、安定

的かつ効率的 に供 給する観点か ら、 森林の健全

性を確保し、 木材 需要に応じた 樹種 、径級の 林

木を生育させ るた めの適切な造 林、 保育 、間伐

等を推進する こと を基本とする 。こ の場合、施

業の集 約化や 機械 化を通じた効 率的 な整備を推

進することを基本とする。  
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なお、これら機能を高めるために 、必ずしも適地適木ではな

か っ た 過 去 の 人 工 林 化 施 業 の 反 省 や 天 然 林 に 対 す る 社 会 的 な

価値観の変化などを踏まえ、人工林のうち、尾根筋や急傾斜地

などの林業に適さないものは針広混交林・天然林化を進める。

また、天然林は植 生遷移を基本に保全・活用する（「新 ・豊田

市 100 年の森づく り構想」）。  

 

４  森 林 施 業 の 合 理 化 に 関 す る 基 本 方 針  

森 林 施 業 の 合 理 化 に 向 け て 、 地 域 組 織 で あ る 「 森 づ く り 会 議 」

と市、豊田 森林組合、県等が連携しながら、団地化（集約化）に

よる一体的な施業 を行う。  

 

II 森林整備の方法に関する事項  

第１  森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項

を除く）  

１  立 木 の 伐 採 （ 主 伐 ） の 標 準 的 な 方 法  

（ １ ）  伐 採 に つ い て  

主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木

地）が、再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法

については、以下に示す皆伐又は択伐によるものとする。  

皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。皆伐に

当たっては気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の

確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、１箇所当たり

の 伐 採 面 積 の 規 模 及 び 伐 採 区 域 の モ ザ イ ク 的 配 置 に 配 慮 し 、

伐採面積の規模に応じ て５ha ごとに保残帯を設け適確な更新

を図る。なお、花崗岩地帯で過去に災害履歴がある箇所など、

予定地の地質や状態によっては伐採規模を １ha として、１ha

ごとに保残帯を設け、更新を図ることにする。詳細は「豊田市

森林保全ガイドライン」の内容に従うこととする。  

また、択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成

する立木の一部を伐採する方法であ って、単木・帯状又は樹群

を 単 位 と し て 伐 採 区 域 全 体 で お お む ね 均 等 な 割 合 で 行 う も の

である。このとき、森林の有する多面的機能の維持増進が図ら

れ る 適 正 な 林 分 構 造 と な る よ う 、 一 定 の 立 木 材 積 を 維 持 す る

ものとし、材積に係る伐採率 は 30％以下（伐採後の造林が植

栽による場合にあっては 40％以下）とする。  
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（ ２ ）  伐 採 の 方 法  

立 木 の 伐 採 の 標 準 的 な 方 法 を 進 め る に 当 た っ て は 、 以 下 の

ア～カに留意する。  

ア   森 林 の 有 する 多 面 的 機能 の 維 持 増 進 を 図る こ と を 旨 と し 、

皆伐及び択伐の標準的な方法について、立地条件、地域 に

おける既往の施業体系、樹種の特性、木材の需要構造、森

林の構成等を勘案する。  

イ   森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に

重要な空洞木について、保残等に努める。  

ウ   森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続する

ことのないよう、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の

幅を確保する。  

エ   伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更

新 の 方 法 を 定 め そ の 方 法 を 勘 案 し て 伐 採 を 行 う も の と す

る。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然

稚 樹の 生 育 状 況、 母 樹の 保 存 、 種子 の 結実 等 に 配 慮す る 。 

オ   林地の保全、雪崩、落石等の防止、寒風害等の各種被害の

防止、風致の維持、及び渓流周辺や 尾根筋等に保護樹帯を

設置する。  

カ   上 記 ア ～ オに 定 め る もの を 除 き 、「 主 伐 時に お け る 伐 採 ・

搬出指針の制定について」（令和３年 ３月 16日付け２林整

第 1157号 林 野 庁 長 官 通 知 ） の う ち 、 立 木 の 伐 採 方 法 に 関

する事項に留意する。  

 

また、集材方法については、同通知を踏まえ、現地に適した

方法により実施する。  

 

２  主 伐 の 時 期 及 び 樹 種 別 の 立 木 の 標 準 伐 期 齢  

豊田市の主伐時期の目安を含めた施業体系は、「新・豊田 市 100

年の森づくり構想」に 記載のとおり である 。また、生 産目標があ

る場合は下表の施業体系のとおりとする。  
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 ◎  樹種別の標準的な施業体系  

樹    種  

標準的な施業体系  主伐時期  

の 目 安  

（年）  
生産目標  

期待径級  

（㎝）  

ス    ギ  

芯持ち柱材  

一般建築材  

造  作  材  

18 

28 

36 

40 

55 

70 

ヒ  ノ  キ  

芯持ち柱材  

一般建築材  

造  作  材  

18 

28 

36 

45 

65 

80 

マ  ツ  類  
一  般  材  

長  尺  材  

18 

28 

40 

70 

広  葉  樹  きのこ原木  10 20 

 

また、標準伐期齢については、平均成長量が最大となる年齢を

基準とし、森林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢及び森林

の構成を勘案し 、 下表のとおりとする。  

 

◎  樹 種別の立木の標準伐期齢  

 樹種  

地域  スギ  ヒノキ  マツ類  
その他  

針葉樹  
広葉樹  

市内全域  40 年  45 年  40 年  40 年  20 年  

 

標準伐期齢は、地 域を通じた立木の伐採（主伐）の時 期に関す

る指標として定めるものであるとともに、保安林等の伐採制限の

基準となるが、実際の伐採に関しては、標準伐期齢に達した時点

での森林の伐採を促すためのものではない。  

 

３  そ の 他 必 要 な 事 項  

特になし  

 

第２  造林に関する事項  

１  人 工 造 林 に 関 す る 事 項  

（ １ ）  人 工 造 林 の 対 象 樹 種  

適地適木を旨として、次表のとおりとする。  
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◎ 人工造林の対象樹種  

針葉樹  スギ、ヒノキ、マツ類  

広葉樹  アベマキ、コナラ等有用広葉樹  

 

なお、上記 以外の樹種を植栽しようとする場合は、森林総合監

理士もしくは県林業普及指導員に相談 し、適切な樹種を選択する

ものとする。  

 

（ ２ ）  人 工 造 林 の 標 準 的 な 方 法  

ア  人 工 造 林 の 標 準 的 な 方 法  

施業の効率性や地位等の立地条件を踏まえ、既往の植栽本

数や保安林の指定施業要件を勘案して、仕立ての方法別に１

ヘ ク タ ー ル 当 た り の 標 準 的 な 植 栽 本 数 を 次 表 の と お り と す

る。  

 

◎  人工造林の樹種別及び仕立ての別の植栽本数  

樹   種  
標準的な植栽本数（本 /ha）  

密仕立て  中仕立て  疎仕立て  備  考  

ス  ギ  5,000 3,000 2,500  

ヒノキ  5,000 3,000 2,500  

マツ類  4,500 3,000 －   

広葉樹  4,500 3,000 －   

 

複層林化を図る場合の樹下植栽について、それぞれの地域

において定着している複層林施業体系がある場合は、それを

踏まえつつ、標準的な植栽本数に下層木以外の立木の伐採率

（材積による率）を乗じた本数以上を植栽する。  

事業費の軽減のために低コスト造林を実施する場合や、農

地 や 建 物 等 に 隣 接 し て 将 来 的 に 倒 木 と な る 恐 れ の あ る 箇 所

で伐採を実施する場合、将来的に木材生産を目的としない森

林に誘導する場合等については、上記表の植栽本数によらず

1,000～ 2,000 本 /ha 程度の疎植を行う。  

また、人工造林を行う場合は、近年シカなどの獣 害被害が

増加していることを踏まえ、必要に応じてネットの設置など

獣害対策を講じることとする。  
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なお、標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする

場合は、森林総合監理士もしくは県林業普及指導員に相談の

うえ、適切な植栽本数を決定するものとする。  

 

イ  そ の 他 人 工 造 林 の 方 法  

区分  標準的な方法  

地拵えの  

方法  

植栽の支障となる樹木及び下草は、全部を

伐倒又は刈り払いを行い、また、植栽や保育

の支障となる伐倒木及び枝条等が、林地内に

残存する場合は、林地内に筋置き等によって

整理することを標準とする。  

なお、寒風害等のおそれのある箇所につい

ては、筋刈りや保護樹の残置等を併用する。 

植付 けの  

方法・時期  

生産目的に応じて、森林の自然条件に適し

た健全な苗木を、適期（通常は、春 ）に植え

付ける。  

 

（ ３ ）  伐 採 跡 地 の 人 工 造 林 を す べ き 期 間  

森 林 の 有 す る 公 益 的 機 能 の 維 持 及 び 早 期 回 復 並 び に 森 林 資

源の造成を図る観点から、皆伐による伐採跡地 について、人工

造 林 を す べ き 期 間 は 、 当 該 伐 採 が 終 了 し た 日 を 含 む 年 度 の 翌

年度の初日から起算して２年以内 とする。  

ただし、土石採取事業等、森林以外の用途への一時的な転用

を目的とした伐採であって、当該用途に合理性があり、市町村

森 林 整 備 計 画 の 達 成 上 支 障 が な い と 判 断 さ れ る 場 合 に お い て

は、人工造林をすべき期間は、当該事業が終了した日を含む年

度の翌年度の初日から起算して２年以内とする。  

また、択伐による伐採に係るものについては、伐 採による森

林 の 公 益 的 機 能 へ の 影 響 を 考 慮 し 、 伐 採 が 終 了 し た 日 を 含 む

年 度 の 翌 年 度 の 初 日 か ら 起 算 し ５ 年 以 内 に 人 工 造 林 を 実 施 し

更新を図るものとする。  

２  天 然 更 新 に 関 す る 事 項  

前生稚樹の生育状況、母樹の存在など 森林の現況、気候、地形、

土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力

の活用により適確な更新が図られる森林において行う。  
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（ １ ）  天 然 更 新 の 対 象 樹 種  

天 然 更 新 の 対 象 樹 種 （ 後 継 樹 と し て 更 新 の 対 象 と す る 高 木

性の樹種。以下同じ。）は、次表のと おりとする。  

 

◎ 天然更新の対象樹種  

針葉樹  スギ、ヒノキ、マツ類  

広葉樹  カシ、ナラ、ホオノ キ、クスノキ、サク
ラ、カエデ類、シデ等  

 ぼ う芽による  
更 新が可能な樹種  同上  

 

 

（ ２ ）  天 然 更 新 の 標 準 的 な 方 法  

ア  天 然 更 新 の 対 象 樹 種 の 期 待 成 立 本 数  

天然更新の対象樹種について、期待成立本数は次表のとお

りと する。  

 

◎ 天然更新の対象樹種の期待成立本数  

樹種  期待成立本数  

針葉樹及び広葉樹  10,000 本/ha 

※樹高は 50cm 以上とする。  

  

イ  天 然 更 新 補 助 作 業 の 標 準 的 な 方 法  

区分  標準的な方法  

地表処理  

サ サ や 粗 腐 植 の 堆 積 等 に よ り 天 然 下 種 更

新が阻害されている箇所において、かき起

こし、枝条整理等の作業を行う 。  

刈出し  
サ サ な ど の 下 層 植 生 に よ り 天 然 稚 樹 の 生

育が阻害されている箇所について行う 。  

植込み  
天然稚樹の生育状況等を勘案し、天 然更新

の不十分な箇所に必要な本数を植栽する 。 

芽かき等  

ぼう芽更新による場合には、ぼう芽 の発生

状況等を考慮し、必要に応じ、芽かき又は

植込みを行う。  
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ウ  そ の 他 天 然 更 新 の 方 法 （天然更新の完了基準）  

下記の天然更新完了基準により、森林の確実な更新を図る

ものとする。  

 

◎ 天然更新の完了基準 

更 新 完 了

の 標 準 的

な 判 断 基

準  

ア  後 継 樹 は 、 更 新 対 象 樹 種 の う ち 樹 高 が 50 

cm 以上の稚樹、幼樹、若齢木、ぼう芽枝等

とする。  

イ  更新が完了した状態は、２の（２ ）ア で示す

期 待成 立 本 数の 2/10 を乗 じ た 本数 が 確 保

されているものとする。  

ウ  上 記 の 条 件 を 満 た す 場 合 で あ っ て も 、 獣 害

等 に よ り 健 全 な 生 育 が 期 待 で き な い お そ れ

が あ る 場 合 に は 、 適 切 な 防 除 方 策 を 実 施 す

ること。  

 

なお、上記の 基準は 、専門家の意見も踏 まえ て策定した「豊

田市森林保全ガイドライン」に沿って、天然更新を行う場合

であっても、人工造林と同程度の生育が担保されていること

を基準に設定する。「豊田市森林保全ガイドライン」では、後

継樹は 10 年後に３ｍ以上の高木性樹種が 1,000 本/ha 程度

以上に生育することを基準にしている。  

伐採跡地の天然更新の状況を確認する方法は、以下のとお

りと する。  

 

（ア）  標準地の設定  

標 準 地 は 、 １ か 所 以 上 設 置 し 、 面 積 は ２ ｍ ×２ ｍ と

する。ただし、対 象区域内に尾根部、沢部など多様な

地形が存在する場合は、必要に応じて 複数のプロット

を設置する。  

（イ）  調査内容など  

標準地の全本数を樹種ごとに確認し、記録する。   

 

なお、更新すべき立木の本数に満たず天然更新が困難であ

る と 判 断 さ れ る 場 合 に は 天 然 更 新 補 助 作 業 又 は 人 工 造 林 に

より確実に更新を図る。  
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エ  線 下 伐 採 に 係 る 更 新 の 取 り 扱 い  

電力会社（電気事業法第三条及び第二十七条の四に基づき

許 可 を 受 け た 一 般 送 配 電 事 業 者 及 び 送 電 事 業 者 又 は 同 法 第

二十七条の二十七に基づき届け出た発電事業者）による線下

伐採 箇所のうち 、施設の撤去等で利用目的が失われた場合は、

人 工 造 林 等 に よ り 当 該 区 域 の 速 や か な 更 新 を 求 め る こ と と

する。  

 

（ ３ ）  伐 採 跡 地 の 天 然 更 新 を す べ き 期 間  

森 林 の 有 す る 公 益 的 機 能 の 維 持 及 び 早 期 回 復 並 び に 森 林 資

源 の 造 成 を 旨 と し て 、 伐 採 し た 年 度 の 翌 年 度 の 初 日 か ら 起 算

して５年を経過した時点で、２ の（２）ウ に定める天然更新の

完 了 基 準 を 満 た し て い る こ と と す る 。 そ の 時 点 で 期 待 成 立 本

数の 2/10 を下回るものについて、その後 2 年以内に 2/10 以

上となるよう植栽するものとする。  

 

３  植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 に 関 す る 事 項  

（ １ ）  植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 の 基 準  

林 床 に 更 新 樹 種 が 存 在 し な い 箇 所 で あ り 、 以 下 の ア ～ ウ と

する。  

ア  現況が過密状態にある森林  

イ  シカ等による食害が激しい森林  

ウ  ササが一面に被覆している森林  

 

こ の ほ か に 植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 に

つ い て の 判 断 は 、 豊 田 市 森 林 保 全 ガ イ ド ラ イ ン に よ る も の と

する。  

ただし 、皆伐面積が １ha 以上になる場合は 森林保全の観点

か ら 確 実 な 更 新 が 必 要 と な る た め 、 原 則 と し て 植 栽 を 実 施 す

る。  

 

（ ２ ）  植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 の 所 在  

この所在は、必要に応じて、現地確認 等により明らかにす る。 

 

４  森 林 法 第 10 条 の ９ 第 ４ 項 の 伐 採 の 中 止 又 は 造 林 の 命 令 の 基 準  

森林法第 10 条の 9 第 4 項の伐採の中止又は造林の命令に

関する基準については、次のとおり定める。  
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（ １ ）  更 新 に 係 る 対 象 樹 種  

ア  人 工 造 林 の 場 合  

１の（１）による。  

イ  天 然 更 新 の 場 合  

２の（１）による。  

 

（ ２ ）  生 育 し 得 る 最 大 の 立 木 の 本 数 と し て 想 定 さ れ る 本 数  

植 栽 に よ ら な け れ ば 適 確 な 更 新 が 困 難 な 森 林 以 外 の 森 林 の

伐採跡地に ついて、その 植栽本数 は、天然更新の対象樹種の立

木が 5 年生時点で生育し得る最大の立木の本数 10,000 本/ha

とする。  
 

５  そ の 他 必 要 な 事 項  

特になし 。  

 

第３  間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準

的な方法、その他間伐及び保育の基準  

１  間 伐 を 実 施 す べ き 標 準 的 な 林 齢 及 び 間 伐 の 標 準 的 な 方 法  

間伐の標準的な方法 については、「新・豊田市 100 年の森づく

り構想」及び下表のとおりとする  

 

◎  間 伐の標準的な方法  

樹種  

間伐率  

(材積 ) 

（%）  

実施時期  

繰り返し

期間  

（年）  

伐採までの

実施回数

（回）  

最終  

間伐の  

期 間  

スギ  12～35 
標準  

伐期齢  

未満   5～15 2～4 
主 伐 予

定 の 10

年以前  

以上  10～20 適  宜  

ヒノキ  10～35 
標準  

伐期齢  

未満   5～15 2～5 

以上  10～20 適  宜  

（ 注 ） 標 準 的 な 間 伐 率 の 範 囲 を 越 え て 間 伐 し よ う と す る 場 合 は 、

森 林 総 合 監 理 士 ま た は 県 林 業 普 及 指 導 員 に 相 談 の う え 、 適

切な間伐率を決定するものとする。  

 

また、間伐 は 伐採年度の翌年度の初日から起算して概ね 5 年後

において、その森林の樹冠疎密度が 10 分の８以上に回復するこ

とが認められる範囲内で行うことを基本とする。ただし、針広混

交林化など公益的機能の発揮を目的とした間伐については、この

限りではない。  
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２  保 育 の 作 業 種 別 の 標 準 的 な 方 法  

保育の標準的な方法については、次表のとおりとする。  

 

◎  保 育の標準的な方法  

区  分  主な樹種  実施時期  実施回数  摘    要  

下  刈  
スギ・ヒノキ  6～7 月  

(～9 月) 

5～7 回 ※  雑 草 木 の 繁 茂 が

著しい場合は、2

回刈を行う。  マツ類  4～５回  

つる切  

スギ・ヒノキ  

6～7 月  

2～４回  
つ る 類 が 繁 茂 す

る 場 合 、 下 刈 終

了 後 、 除 伐 ま で

の期間に行う。  
マツ類  1～2 回  

除  伐  
スギ・ヒノキ  

マツ類  
6～8 月  1～2 回  

下 刈 終 了 後 、 間

伐 ま で の 期 間 に

行 う 。 繰 り 返 し

は 3～ 5 年 と す

る。  

枝  打  
スギ・ヒノキ  

マツ類  
11～3 月  2～４回  

繰り返しは 3～5

年とする。  

※  地 形 、 傾 斜 、 自 然 条 件 等 に よ り ５ 回 未 満 に す る こ と も 可 能 。 
 

３  そ の 他 必 要 な 事 項  

間伐又は保育が適正に実施されていない森林であって、これら

を早急に実施する必要のあるものについては、地域の森林所有者

等で組織した「森づくり会議」による団地化により間伐等を進め

ていく。「森づくり 会議」において５ ～ 50ha の団地を設 定し、作

業の効率化、低コスト化の観点から具体的な間伐方法や時期等の

計画を策定するものとする。  

 

第４  公益的機能別施業森林等の整備に関する事項  

１  公 益 的 機 能 別 施 業 森 林 の 区 域 及 び 当 該 区 域 内 に お け る 森 林 施

業 の 方 法  

（ １ ）  水 源 の 涵 養 の 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林 施 業 を 推 進

す べ き 森 林  

ア  区 域 の 設 定  

水 源 の 涵 養 の 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林 施 業 を 推

進 すべき森林は「 別 表 １  機 能 別 森 林 区 域 」のとおりとする。 
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イ  森 林 施 業 の 方 法  

森林施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる

施 業を基本とし、伐期の間隔の拡大、伐採に伴って発生する

裸 地の縮小及び分散を図ることとする。このうち 、伐期の間

隔の拡大、すなわち 伐期の延長を推進すべき 森林の区域につ

い ては、「 別 表 ２  施 業 別 森 林 区 域 」のとおりとする。  

 

（２） 土 地 に 関 す る 災 害 の 防 止 及 び 土 壌 の 保 全 の 機 能 、快 適 な 環 境

の 形 成 の 機 能 又 は 保 健 文 化 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林

施 業 を 推 進 す べ き 森 林  

ア  区 域 の 設 定  

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環

境 の 形 成 の 機 能 又 は 保 健 文 化 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の

森 林施業を推進すべき森林は「 別 表 １  機 能 別 森 林 区 域 」の

と おりとする。  

 

イ  森 林 施 業 の 方 法  

森林施業の方法として、地形・地質等の条件を考慮した 上

で、伐採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図ると

と もに天然力も活用した施業、風や騒音等の防備や大気の浄

化 のために有効な森林の構成の維持を図るための施業、憩い

と 学 び の 場 を 提 供 す る 観 点 か ら の 広 葉 樹 の 導 入 を 図 る 施 業 、

美 的景観の維持・形成に配慮した施業を推進する。  

なお、これらの公益的機能の維持増進を特に図るための森

林 施業を推進すべき森林については、択伐による複層林施業

を 推進すべき森林とする。それ以外の森林については、複層

林 施業を推進すべき森林とする。  

また 、適切な伐区 の形状・配置等に より、伐採後の林 分に

お いてこれらの機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推

進 すべき森林とし、主伐の時期を標準伐期齢のおおむね 2 倍

以 上とするとともに、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び

分 散を図ることとする。  

そ れ ぞ れ の 森 林 の 区 域 に つ い て は 、「 別 表 ２  施 業 別 森 林

区 域 」 のとおりとする。  

 



 

18 

 

２  木 材 の 生 産 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林 施 業 を 推 進 す べ

き 森 林 の 区 域 及 び 当 該 区 域 内 に お け る 森 林 施 業 の 方 法  

（ １ ）  区 域 の 設 定  

木 材 の 生 産 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林 施 業 を 推 進 す

べき森林は 、「 別 表 １  機 能 別 森 林 区 域 」のとおりとする。  

この区域のうち、林地生産力が高く、傾斜が比較的緩やかで、

林 道 等 や 集 落 か ら の 距 離 が 近 い 森 林 等 を 「 特 に 効 率 的 な 施 業

が可能な森林」として、必要に応じて定めるものとする。この

際 、 人 工 林 を 中 心 と し た 林 分 で あ る な ど 周 囲 の 森 林 の 状 況 を

踏 ま え る と と も に 、 災 害 が 発 生 す る お そ れ の あ る 森 林 を 対 象

としないように十分に留意する。  

 

（ ２ ）  森 林 施 業 の 方 法  

生 産 目 標 に 応 じ た 伐 採 の 方 法 等 を 定 め る と と も に 、 保 育 及

び 間 伐 の 実 施 、 森 林 施 業 の 集 約 化 等 を 通 じ た 効 率 的 な 森 林 整

備を推進する。なお、森林の公益的機能の発揮に留意しつつ、

路網整備、森林施業の集約化・機械化等を通じた森林整備を推

進する。  

また 、「特に効率的 な施業が可能な森林」の区域のうち、人

工林については、原則として、主伐後には植栽による更新を行

う。  

 

３  そ の 他 必 要 な 事 項  

特になし 。  

 

第５  委 託 を 受 け て 行 う 森 林 の 施 業 又 は 経 営 の 実 施 の 促 進

に関する事項  

１  森 林 の 経 営 の 受 委 託 等 に よ る 森 林 の 経 営 規 模 の 拡 大 に 関 す る

方 針  

森林所有者の意向、森林組合等林業 経営体の状況、市場の動向

等を的確に把握する体制を整備し、相互の情報提供と活用を図る

ことにより、森林の経営の受委託の一層の推進を図る。特に地域

外の森林所有者には、森づくり会議への参画により、施業意欲の

喚起と施業委託の働きかけを積極的に行う。  
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２  森 林 の 施 業 又 は 経 営 の 受 委 託 等 に よ る 森 林 の 経 営 規 模 の 拡 大

を 促 進 す る た め の 方 策  

森林所有者等への働きかけ、施業集約化に向けた長期の施業の

受 委 託 な ど 森 林 の 経 営 の 受 委 託 に 必 要 な 情 報 の 入 手 方 法 の 周 知

をはじめとした普及啓発活動のほか、森林情報の提供及び助言・

あっせんなどを推進し、意欲ある森 林所有者・森林組合・民間事

業体への長期の施業等の委託を進めるとともに、林業経営の委託

への転換を図る。  

その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、施業内容やコ

ストを明示した提案型施業の普及及び定着を促進する。また、森

林施業の共同実施、作業路網の維持運営等を内容とする施業実施

協定の締結等により、森林所有者等の共 同による施業の確実な実

施を促進するものとする。  

 

３  森 林 の 施 業 又 は 経 営 の 受 委 託 等 を 実 施 す る 上 で 留 意 す べ き 事

項  

森林経営計画における経営の受託にあたっては、森林の育成権

が委ねられているものとする。  

 

４  そ の 他 必 要 な 事 項  

特になし 。  

 

第６  森林施業の共同化の促進に関する事項  

１  森 林 施 業 の 共 同 化 の 促 進 に 関 す る 方 針  

Ⅰの４のとおり 、森林施業を計画的かつ重点的に行うために、

地域組織である「 森づくり会議」（森林所有者）と 市、森林組合、

県等が連携しながら 、森林施業の 計画 を共同で策定す る（以下

「森づくり団地計画」という。）。  

また、共同化された森林施業を森林組合等に委託することに

より、森林組合の執行体制の強化と作業班の強化等事業実施体

制の整備を図る。  

 

２  施 業 実 施 協 定 の 締 結 そ の 他 森 林 施 業 の 共 同 化 の 促 進 方 策  

「森づくり会議」の設置については、町単位を基本とし、間

伐が効率的に実施できるよう、路網の整備や、「 新・豊田市 100

年 の 森 づ く り 構 想 」 の 示 し た 森 林 区 分 に 応 じ た 管 理 方 法 な ど 、

「森づくり会議」構成員自らが協議し、森づくり団地計画を 策

定する。地域外の森林所有者についても、「森づくり会 議」が働
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きかけをし、参画 を促す。市及び森 林組合は、こうし た地域の

活動を支援し、森林施業の共同化を積極的に推進する。   

 

３  共 同 し て 森 林 施 業 を 実 施 す る 上 で 留 意 す べ き 事 項  

（１）  共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同施業実

施者」という。）全 員により、各年度の当初などに年次別の詳

細 な 実 施 計 画 を 作 成 し て 代 表 者 な ど に よ る 実 施 管 理 を 行 う こ

と と し 、 間 伐 を 中 心 と し て 施 業 は 可 能 な 限 り 共 同 で 又 は 意 欲

ある林業 経営 体などへの共同委託により実施する。   

（２）  作 業 路 網 そ の 他 の 施 設 の 維 持 運 営 は 共 同 施 業 実 施 者 の 共 同

により実施する。   

（３）  共 同 施 業 実 施 者 が 施 業 な ど の 共 同 化 に つ き 遵 守 し な い こ と

に よ り 、 そ の 者 が 他 の 共 同 施 業 実 施 者 に 不 利 益 を 被 ら せ る こ

と が な い よ う 、 予 め 個 々 の 共 同 施 業 実 施 者 が 果 た す べ き 責 務

などを明らか にする。   

 

４  そ の 他 必 要 な 事 項  

市 と 森 林 組 合 は 、「 森 づ く り 会 議 」 に お け る 森 づ く り 団 地 計

画の作成に際して、森林所有者の理解を十分得るため、資料や

情報の提供等、目 的達成のため支援を行う。また、県 等関係機

関と調整を図り、森林管理の技術指導などを行う。さ らに、森

づ く り 団 地 計 画 に 基 づ き 実 施 さ れ る 林 業 用 路 網 整 備 や 間 伐 に

ついては、国県補助の上乗せなどの各種補助制度の充実を行い、

森林整備が実施されやすい環境づくりに努める。  

 

第７  作 業 路 網 そ の 他 森 林 の 整 備 の た め に 必 要 な 施 設 の 整 備

に関する事項  

１  作 業 路 網 の 整 備 に 関 す る 事 項  

（ １ ）  効 率 的 な 森 林 施 業 を 推 進 す る た め の 路 網 密 度 の 水 準 及 び 作

業 シ ス テ ム 等  

林道等路網の 種類としては、林内路網の根幹をなし、山村地

域の道路網を補完する「林道」、幹線 となる林道を補完し、作

業 道 と 組 み 合 せ て 間 伐 作 業 を 始 め と す る 森 林 施 業 の 用 に 供 す

る「林業専用道」、さらに間伐を始めとする森林整備、木材の

集材・搬出を行うため継続的に用いられる「作業道」がある。

これら路網の 開設については、傾斜等の自然条件、事業量のま

とまり等地域の特性に応じて、環境負荷 を低減しつつ、木材の
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搬 出 を 伴 う 間 伐 や 、 多 様 な 森 林 へ の 誘 導 等 に 必 要 な 森 林 施 業

の効 率化に配慮する。  

路 網 密 度 の 水 準 は 各 作 業 シ ス テ ム に よ っ て 異 な る 。 緩 傾 斜

地 や 中 傾 斜 地 で は 車 両 系 の 作 業 シ ス テ ム と し 、 路 網 密 度 は 高

くす る。一方、急傾斜地ではタワーヤーダ などの架線系の作業

システムを導入することにより、路網密度を低くし、環境負荷

を低減 する 。  

 

◎ 各作業システムの使用機械と路網密度 

作業 

システム  
車両系① 注 1 

 車両系② 注 1 架線系 注 2 

傾斜区分  

（勾配） 

緩傾斜地  

（20°未満）  

中傾斜地  

（20～35°）  

急傾斜地  

(35°以上 ) 

伐採  チェンソー  

木寄せ・  

集材  

プロセッサ付

属ウインチ  

スイング  

ヤーダ  
タワーヤーダ  

造材  プロセッサ  

搬出  フォワーダ  ―  

運搬  トラック  

路網密度注 3 

(m/ha) 
150～200 50～150 ～20 

資料：第３次豊田市森づくり基本計画  

 

注 1 「車両系作業 システム」とは、車 両系の林業機械により林

内の路網 を移動 し ながら木 材を集 積 、運搬す るシス テ ム。

フォワーダ等を活用する。  

注 2 「架線系作業 システム」とは、林 内に架設したワイヤーロ

ープに取 り付け た 搬器等を 移動さ せ て木材を 吊り上 げ て集

積するシステム。タワーヤーダ等を活用する。  

注 ３  路 網 密 度 の 算 定 に 用 い る 面 積 に つ い て は 、 尾 根 、 渓 流 、

天然林等の除地を含めない。  

 

（ ２ ）  作 業 路 網 の 整 備 及 び 維 持 運 営 に 関 す る 事 項  

ア  基 幹 路 網 に 関 す る 事 項  

(ア )  基幹路網の作設に係る留意点  

林道の 作設 にあた っては 、安 全の確 保、土 壌の 保全等 を

図るた め、適 切な 規格・ 構造の 林道 の整備 を図る 観点 等か
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ら、林道規定（昭和 48 年 4 月 1 日 付け 48 林野道第 107

号林野庁長官通知）、林業専用道作設指針（平成 22 年９月

24 日 付け 22 林整第 602 号林野庁長官通知）を基本とし

て、愛知県林業専用道作設指針（平成 23 年４月１日付け

23 森保第 207 号）に則して、開設する。  

 

(イ )  基幹路網の整備計画  

「 別 表 ３  基 幹 路 網 整 備 計 画 」「 図 面 ３  豊 田 市 森 林 整 備

計 画 概 要 図 （ 基 幹 路 網 ）」のとおり  

 

イ  細 部 路 網 の 整 備 に 関 す る 事 項  

(ア )  細部路網の作設に係る留意点  

森林作業道作設指針（平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林

整整第 656 号林野庁長官通知）を基本として、県が定める

森林作業道作設指針に則り開設する。  

ま た 、 (公 財)矢 作 川 水 源 基金 及 び 本 市 の 補 助事 業 を 活 用

して、 作業路 や林 業用機 械のみ の走 行を想 定した 搬出 路を

施業場 所や施 業の 内容及 び搬出 材積 などを 考慮し なが ら整

備する。  

 

（ ３ ）  基 幹 路 網 の 維 持 管 理 に 関 す る 事 項  

「森林環境保全整備事業実施要領」（ 平成 14 年 3 月 29 日

付け 13 林整整第 885 号林野庁長官通知）、「民有林林 道台帳

について」（平成 8 年 5 月 16 日付け 8 林野基第１５８号林野

庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切

に管理する。  

 

２  そ の 他 必 要 な 事 項  

特になし。  

 

第８  その他必要な事項  

１  林 業 に 従 事 す る 者 の 養 成 及 び 確 保 に 関 す る 事 項  

ア  林 業 経 営 体 の 体 質 強 化  

森林組合等林業 経営体を育成するため、森林施業の受委託

等 に よ り 地 域 が 一 体 と な っ て 事 業 量 の 安 定 的 確 保 に 努 め る

とともに、雇用の 安定化、経営の合 理化などを通じ て、経営

基盤の強化を長期的展望のもとに促進する。  
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イ  林 業 従 事 者 の 養 成 ・ 確 保  

新規参入の促進を図るとともに、雇用管理体制の整備、通

年雇用体制の確立、社会保険制度への加入等就労条件の改善、

高性能林業機械の導入等による労働強度の軽減、林業研修等

の実施・参加による知識・技術の向上や労働安全衛生の確保

などにより、雇用の長期化・安定化を進める。  

 

２  森 林 施 業 の 合 理 化 を 図 る た め に 必 要 な 機 械 の 導 入 の 促 進 に 関

す る 事 項  

林業における安全性の確保、生産性の向上及び生産コストの低

減を図るため、次のことを促進する。  

（１）森林組合によるスイングヤーダ、プロセッサ等の高性能林業

機械 の導入  

（２）森林組合を中心 とした森林施業の機械化  

（３）間伐を促進するため、フォワーダ等の集材機の導入  

（４）高性能林業機械のオペレーター育成  

 

３  林 産 物 の 利 用 の 促 進 の た め に 必 要 な 施 設 の 整 備 に 関 す る 事 項  

間伐材を含めた木材を市の公共施設や備品、土木事業等へ積極

的に利用するとともに、新たな活用 について検討する。また、こ

れ ら の 活 用 と と も に 、 広 く 市 民 へ 木 材 の 普 及 ・ 利 用 を 啓 発 す る 。

特に間伐材については、搬出経費が材の売却経費で賄えないため

搬出が進まない現状を踏まえ、搬出が促進されるよう条件整備を

進める。さらに、民間事業体による木材加工・流通 体制整備のた

めの支援を検討する。このとき、合法伐採木材等の流通及び利用

の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48 号）に基づき、合法

伐採木材等の流通及び利用の促進に配慮する。  

また、製材所の廃材等を活用して、環境に負荷がない形で木質

バイオマスエネルギーが利活用できるよう調査・研究を行うとと

もに、実証実験等に取り組む事業体については、国等の支援制度

等の情報提供を行う。  

その他、最近注目を浴びている木炭や竹炭、その過程で採れる

木（竹）酢液、薪や ペレットストーブなどの燃料としての可能性、

タ ケ ノ コ 及 び そ の 加 工 品 等 、 そ の 利 活 用 の 仕 方 を 研 究 ・ 普 及 し 、

販路の拡大、生産振興に努める。  
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III 森林の保護に関する事項  

第１  鳥獣害の防止に関する事項  

１  鳥 獣 害 防 止 森 林 区 域 及 び 当 該 区 域 内 に お け る 鳥 獣 害 の 防 止 の

方 法  

（ １ ）  区 域 の 設 定  

「 図 面 ４  豊 田 市 森 林 整 備 計 画 概 要 図 （ 鳥 獣 害 防 止 森 林 区

域）」のとおり定め る。  

対象とする鳥獣はニホンジカ（以下、「シカ」という。）とし、

区 域 の 設 定 は 林 班 を 単 位 と す る 。 シ カ に よ る 森 林 被 害 の 状 況

を 全 国 共 通 の デ ー タ と し て 把 握 で き る 「 森 林 生 態 系 多 様 性 基

礎調査」の調査結果や「豊田市第二種特定鳥獣管理計画（ニホ

ンジカ）実施計画」の重点管理エリアとする。  

なお、対象とする森林は人工林を基本とする。ただし、天然

更 新 を 目 的 と す る 場 合 に お い て 、 被 害 対 策 を 実 施 し な け れ ば

適 確 な 更 新 に 支 障 が 生 じ る お そ れ が あ る 場 合 に は 、 天 然 林 も

含めて区域を定める。  

 

（ ２ ）  鳥 獣 害 の 防 止 の 方 法  

伐 採 後 の 適 確 な 更 新 及 び 植 栽 木 の 確 実 な 育 成 を 図 る た め 、

必 要 に 応 じ て 、 森 林 所 有 者 等 の 巡 視 等 に よ る 現 地 の 被 害 状 況

の確認のほか、防護柵、忌避剤等、植栽木の保護措置を実施す

るものとし、防護柵等については、新設・既設を問わず維持管

理・改良等を適切に行いながら被害防止効果の発揮に努める。 

 

２  そ の 他 必 要 な 事 項  

シ カ の 被 害 対 策 等 の 実 施 状 況 を 確 認 す る た め 、 各 種 会 議 の

場 等 を 通 じ て 情 報 を 収 集 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 現 地 調

査 や 関 係 行 政 機 関 、 森 林 組 合 及 び 森 林 所 有 者 等 か ら 報 告 を 求

めること等により、実施状況の把握に努める。  

鳥 獣 害 の 防 止 の 方 法 が 実 施 さ れ て い な い 場 合 に は 森 林 所 有

者 等 に 対 す る 助 言 ・ 指 導 等 を 通 じ て 鳥 獣 害 の 防 止 を 図 る こ と

とする。  
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第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他森林の

保護に関する事項 

１  森 林 病 害 虫 等 の 駆 除 及 び 予 防 の 方 法  

森 林 病 害 虫 に よ る 被 害 に つ い て は ､そ の 早 期 発 見 及 び 早 期 駆 除

に努め、必要に応じて予防措置を講ずるものとする。  
 

２  鳥 獣 害 対 策 の 方 法 （ 第 １ に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。）  

シカ以外の鳥獣 等による食害、剥皮被害 も防止するため、植栽、

間伐等の森林施業に応じた計画的な防護柵の設置、テープ巻等に

よる予防に努める。  

 

３  林 野 火 災 の 予 防 の 方 法  

森林所有者を含めた市民に対して、林野火災予防思想の普及及

び啓発を行う。また、林道及び林野のパトロール（巡回監視）や

火災の迅速な対応に必要な路網の整備等も実施する。  

 

４  森 林 病 害 虫 の 駆 除 等 の た め の 火 入 れ を 実 施 す る 場 合 の 留 意 事

項  

「豊田市火入れ条例」及び「豊田市火入れ規則」に基づき、森

林における火災等の防止に努める。  

 

５  そ の 他 必 要 な 事 項  

特になし 。  

 

IV 森林の保健機能の増進に関する事項  

１  保 健 機 能 森 林 の 区 域  

設定しない 。  
 

２  保 健 機 能 森 林 の 区 域 内 の 森 林 に お け る 造 林 、保 育 、伐 採 そ の 他

の 施 業 の 方 法 に 関 す る 事 項  

該当なし 。  
 

３  保 健 機 能 森 林 の 区 域 内 に お け る 森 林 保 健 施 設 の 整 備 に 関 す る

事 項  

該当なし 。  
 

４  そ の 他 必 要 な 事 項  

該当なし 。  
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V その他森林の整備のために必要な事項  

１  森 林 経 営 計 画 の 作 成 に 関 す る 事 項  

（ １ ）  森 林 経 営 計 画 の 作 成 に 関 す る 事 項  

森 林 経 営 計 画 を 作 成 す る に 当 た り 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い

て適切に計画すべき旨を定めるものとする。  

ア  Ⅱの第４「公益的機能別施業森林 等の整備に関する事項 」 

イ  Ⅱ の 第 ５ の ３ 「 森 林 の 施 業 又 は 経 営 の 受 委 託 等 を 実 施 す

る上で留意すべき事項 」及びⅡの第 ６の３「共同して森林施

業を実施する上で留意すべき事項 」  

ウ  Ⅲ「 森林の保護に関する事項 」  

 

（ ２ ）  森 林 法 施 行 規 則 第 33 条 第 １ 号 ロ の 規 定 に 基 づ く 区 域  

森林法施行規則第 33 条第１項ロの規定に基づく区域（ 路網

の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及

び 木 材 の 搬 出 を 一 体 と し て 効 率 的 に 行 う こ と が で き る と 認 め

られた区域 ）については、森づくり会議が設置された区域を基

本とし、「 別 表 ４  森 林 経 営 計 画 の 区 域 」 のとおりとする。  

 

２  森 林 整 備 を 通 じ た 地 域 振 興 に 関 す る 事 項  

（ １ ）  林 業 関 係 者 の 定 住 促 進 と 雇 用 環 境 改 善 へ の 支 援  

新 規 就 労 者 の 定 着 率 の 向 上 や 人 材 の 育 成 を 図 る た め 、 林 業

労働者用宿舎の整備、退職金共済制度への加入等の支援、森林

組合における雇用形態の改善等を支援する。  

 

（ ２ ）  都 市 と 農 山 村 と の 交 流 促 進  

と よ た 森 林 学 校 や と よ た モ リ ジ ャ ム の 講 座 及 び 農 政 部 門 の

交流事業などと連携して、都市部と農山村との交流を促進し、

山村地域の活性化を支援する。  

 

３  森 林 の 総 合 利 用 の 推 進 に 関 す る 事 項  

特になし 。  

 

４  住 民 参 加 に よ る 森 林 の 整 備 に 関 す る 事 項  

NPO、森林ボラン ティア、企業等が 実施する市民を巻き込んだ

森づくりの活動に対し、市はこれを積極的に支援する。  
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（ １ ）  市 民 グ ル ー プ 等 と の 共 働 の 森 づ く り  

多 く の 市 民 が 森 林 の 様 々 な 姿 や 多 面 的 機 能 等 に 関 す る 理 解

を深める場を提供するため、市有林を対象に市民が考え、市民

が自ら汗を流して森づくりを行う事業を進める。  
 

（ ２ ）  森 林 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 支 援  

森林ボランティアを森林・林業に関する情報の発信者・普及

者として捉え、「新・豊田市 100 年の森づくり構想」に合致す

る内容の取組を行う活動において、積極的な支援を行う。  

 

ア  実 習 地 と し て の 市 有 林 の 提 供  

森 林 ボ ラ ン テ ィ ア が 計 画 的 に 活 動 す る 場 を 必 要 と す る 場

合は、森林ボランティアグループと協定等を締結したうえで、

活動の場として一定の市 有林を提供する。  

イ  事 業 地 の 仲 介  

森林ボランティアの活動地を確保するために、森林ボラン

ティアの活動内容に応じて、森林所有者へ活動フィールド提

供の依頼等、森林の仲介を行う仕組を検討する。  

 

５  森 林 経 営 管 理 制 度 の 活 用 に 関 す る 事 項  

令和元年度 から 森林経営管理制度が開始 されたが、豊田市は平

成 19 年度から森林所有者、地域と一体となった地域 森 づくり会

議方式による集約化を進めているため、今後もこの方法による森

林管理を推進していく。  

 

６  そ の 他 必 要 な 事 項  

（１）  保 安 林 そ の 他 法 令 に よ り 施 業 に つ い て 制 限 を 受 け て い る 森

林においては、当該制限に従って施業を実施する 。  

（２）  平成 12 年から 19 年にかけて、森林所有者と覚書を結んだ

水 源 保 全 林 等 の 整 備 に つ い て は 、「 水 源 環 境 保 全 林 整 備 事 業 」

として引き継ぎ、覚書に沿って整備する。  

（３）  環 境 の 保 全 等 に つ い て は 、 今 後 と も 地 域 と 一 体 と な り 推 進

する。  

（４）  宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）

に 基 づ く 規 制 区 域 の 森 林 の 土 地 に お い て は 、 関 係 機 関 と 連 携

し、盛土等による災害を防止するための適切な対応を行う。  

（５）  市 有 の 人 工 林 に つ い て は 、 森 林 組 合 へ 保 育 や 間 伐 等 を 委 託

する他、ボランティアの活動への場の提供など、適正な整備保

全を進める。  
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別 表 

 

別 表 １  機 能 別 森 林 区 域  

 

別 表 ２  施 業 別 森 林 区 域  

 

区    分  
森林の  

区域  

面 積

（ ha）  

水 源 の 涵 養 の 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林 施 業

を 推 進 す べ き 森 林  

「 図 面 １ 

豊田市森林

整備計画概

要図（機能

別）」参照 

4,435 

土 地 に 関 す る 災 害 の 防

止 及 び 土 壌 の 保 全 の 機

能 、快 適 な 環 境 の 形 成 の

機 能 又 は 保 健 文 化 機 能

の 維 持 増 進 を 図 る た め

の 森 林 施 業 を 推 進 す べ

き 森 林  

土 地 に 関 す る 災 害 の 防 止 及

び 土 壌 の 保 全 の 機 能 の 維 持

増 進 を 図 る た め の 森 林 施 業

を 推 進 す べ き 森 林  

5,938 

快 適 な 環 境 の 形 成 の 機 能 の

維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林

施 業 を 推 進 す べ き 森 林  

945 

保 健 文 化 機 能 の 維 持 増 進 を

図 る た め の 森 林 施 業 を 推 進

す べ き 森 林  

2,167 

木 材 の 生 産 機 能 の 維 持 増 進 を 図 る た め の 森 林 施 業 を

推 進 す べ き 森 林  
55,561 

 
う ち 、 特 に 効 率 的 な 施 業 が 可 能 な 森 林  

 
0 

区  分 施業の方法 森林の区域 
面積

（ha） 

水源の涵養の機能の維持増

進を図るための森林施業を

推進すべき森林 

伐期の延長を推進すべき森林

（標準伐期齢＋10 年） 

「 図 面 ２ 

豊田市森林

整備計画概

要図（施業

別）」参照 

4,202 

土地に関する災害の防止及

び土壌の保全の機能、快適な

環境の形成の機能又は保健

文化機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべ

き森林 

複層林施業を推進すべき 

森林 

6,018 

 

複層林施業を推進すべき

森林（択伐によるものを

除く） 

 
択伐による複層林施業を

推進すべき森林 
2,167 
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別 表 ３  基 幹 路 網 整 備 計 画  

（ １ ） 開 設 （ 新 設 ）  

区 分  位 置  路 線 名  
延 長

(km）  
利用区域 
面積（ha） 

うち  
前半 5 年分 備 考  

開 設 （ 新 設 ） 計  7.6 686  2 路 線  

指 定 林 道  下 山 地 区  田 平 沢 平 瀬  7.3  339  ○  

指 定 林 道  稲 武 地 区  河 上 瀬 柏 洞  0.3  347  ○  

 

（ ２ ） 拡 張 （ 改 良 ）  

区 分  位 置  路 線 名  箇 所 数  
利用区域 
面積（ha） 

うち  
前半 5 年分 備 考  

拡 張 （ 改 良 ） 計  １  290  1 路 線  

 足 助 地 区  菅 の口  １  290  橋 梁 補 修  
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別 表 ４  森 林 経 営 計 画 の 区 域  

区 域 名  林 班 
区 域 面 積

(ha) 

中 金  

小 峯  

芳 友  

1006, 1007, 1008, 1029, 1030, 1031, 1032  334.82 

志 賀  

古 瀬 間  

矢 並  

幸 海  

穂 積  

鵜 ケ 瀬  

鍋 田  

王 滝  

1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 

1170, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1217, 

1234, 1235, 1236 

882.02 

豊 松  

坂 上  

松 平  

1245, 1246, 1251, 1252, 1253, 1254, 1257, 

1258, 1263, 1264, 1265, 1266 
981.00 

日 明  

東 宮 口  
1255, 1256, 1259, 1260, 1261, 1262  329.91 

滝 脇  

長 沢  
1226, 1227, 1228 185.76 

藤 岡 飯 野  

北 一 色  

猿 投  

迫  

1082, 1083, 1084, 1085, 2022, 2023, 2024, 

2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036, 

2037, 2038, 2039  

768.05 

北 曽 木  

折 平  

2040、2041、2042、2043、2044、2045、2046、

2047 
420.92 

西 市 野 々  2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055 290.19 

北 篠 平  

大 坂  

寺 平  

千 洗  

喜 佐 平  

西 萩 平  

沢 田  

小 原 大 草  

3001, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 

3018, 3019, 3020, 3063, 3064  
975.03 

小 原 田 代  

大 ケ 蔵 連  
3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033  535.70 
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区 域 名  林 班 
区 域 面 積

(ha) 

東 郷  3034, 3039, 3040, 3041, 3042  359.84 

苅 萱  

平 岩  

岩 下  

西 丹 波  

榑 俣  

3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049  470.88 

川 下  

李  

平 畑  

西 細 田  

日 面  

簗 平  

百 月  

鍛 冶 屋 敷  

市 場  

小 原 大 倉  

北 大 野  

3050、3051、3052、3053、3054、3055、3056、

3057、3058、3059、3060、3061、3062、3069、

3070 

1064.79 

大 多 賀  
4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006,4007, 

4008, 4009, 4010, 4011, 4124, 4125, 4126  
1,216.85  

連 谷  4012, 4013, 4014, 4015, 4016  272.43 

明 川  

五 反 田  

平 沢  

千 田  

4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 

4024, 4025, 4026, 4027, 4035（ ル の 一 部 を 除

く ）  

833.31 

上 八 木  
4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033(イ の 一

部 を 除 く ), 4034, 4104, 4105  
521.88 

玉 野  

二 タ 宮  

菅 生  

竜 岡  

桑 田 和  

富 岡  

足 助 白 山  

 

4035( ル の 一 部 ), 4036, 4037, 4038, 4039, 

4040, 4041, 4042, 4043, 4057, 4058, 4059, 

4133, 4134, 4135, 4136  

 

639.46 
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区 域 名  林 班 
区 域 面 積

(ha) 

川 面  

4033(イ の 一 部 ), 4044, 4045, 4046, 4047,  

4048, 4049, 4050( イ の 一 部 ), 4106, 4107,  

4108, 4111, 4112, 4113, 4114  

771.84 

怒 田 沢  

綾 渡  

大 蔵 連  

4050（ イ の 一 部 を 除 く ） , 4051, 4052, 4053, 

4054, 4055, 4056, 4119, 4120, 4121, 4122, 

4123 

765.71 

漆 畑  

椿 立  

室 口  

山 谷  

4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066  349.39 

葛 沢  4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075  677.98 

東 大 見  4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081  534.64 

御 内  

山 ノ 中 立  

4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 

4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 

4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 

4103, 4109, 4110, 4115, 4116, 4117, 4118  

1,930.03  

久 木  

西 樫 尾  

新 盛  

永 野  

上 切 山  

大 和  

4137, 4138, 4139, 4140, 4143, 4144, 4145, 

4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 

4153, 4154, 4155  

958.84 

大 蔵  

実 栗  

東 渡 合  

月 原  

4142, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 

4172, 4173, 4174, 4175, 4175, 4176, 4177, 

4178 

853.53 

御 蔵  4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165  308.15 

四 ツ 松  

下 平  
4217, 4218, 4219, 4220, 4221 671.01 

下 佐 切  

上 佐 切  

白 倉  

下 国 谷  

国 閑  

上 脇  

4224, 4225( イ の 一 部 ), 4226, 4227, 4228, 

4229, 4230, 4231, 4232, 4233  
570.17 
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区 域 名  林 班 
区 域 面 積

(ha) 

野 林  

篭 林  

国 谷  

4234, 4235, 4236, 4237, 4245  339.50 

大 河 原  

葛  

摺  

4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 

4186 
483.00 

中 立  4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192  422.35 

花 沢  

5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007,  

5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014

（ イ の 一 部 ） , 5022（ イ ）  

789.79 

大 沼  

5014（ イ の 一 部 を 除 く ） , 5015, 5016, 5017, 

5018, 5019, 5020, 5021, 5022（ イ を 除 く ）、

5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 

5138, 5139, 5140, 5141  

1,058.77 

平 瀬  

田 平 沢  

栃 立  

立 岩  

5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 

5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 

5044, 5045, 5046, 5047, 5048  

969.38 

東 大 林  
5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 

5056, 5057, 5058, 5059, 5060  
588.55 

梨 野  
5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 

5070, 5071, 5072, 5075 
817.30 

阿 蔵  
5073, 5074, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 

5081, 5082, 5083, 5084  
910.87 

高 野  

野 原  

5061, 5062, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 

5090, 5091, 5092, 5093, 5094  
583.68 

宇 連 野  5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101  589.83 

羽 布  

5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 

5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 

5116, 5117, 5118, 5119, 5120  

1,320.42  

和 合  

大 桑  

神 殿  

小 松 野  

5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 

5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 

5135, 5136, 5137, 5142, 5143, 5144  

916.38 
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区 域 名  林 班 
区 域 面 積

(ha) 

蘭  

蕪 木  

下 山 田 代  

田 折  

 

5145, 5146, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 

5162 
541.13 

黒 坂  
5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 

5154, 5155, 5156  
632.47 

坪 崎  6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006  277.34 

田 津 原  

牛 地  

6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012,  

6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 

6020, 6021, 6022, 6023, 6024  

905.01 

小 滝 野  

閑 羅 瀬  

時 瀬  

6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 

6032, 6033, 6034, 6035, 6036  

 

566.67 

万 町  

余 平  

旭 八 幡  

伯 母 沢  

 

6037, 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6043, 

6044, 6045, 6046, 6047, 6063  
717.37 

日 下 部  

槙 本  

小 畑  

惣 田  

伊 熊  

 

6048, 6049, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 

6055, 6053, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060  
672.79 

押 井  

榊 野  

万 根  

加 塩  

 

6061, 6062, 6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 

6095, 6096  
763.89 

太 田  

明 賀  

小 渡  

杉 本  

 

6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 

6086, 6087, 6088, 6089  
864.64 
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区 域 名  林    班  
区 域 面 積

(ha) 

小 田  

有 間  

笹 戸  

市 平  

池 島  

東 萩 平  

大 坪  

6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 

6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 

6085 

897.94 

下 切  

島 崎  

須 渕  

浅 谷  

下 中  

上 中  

上 切  

一 色  

三 分 山  

6097、6098、6099、6100、6101、6102、6103、

6104、 6105、 6106、 6107、 6108 
1,061.67  

川 手  
7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 

7008, 7009, 7010, 7011, 7012  
588.97 

押 山  
7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 

7020, 7021, 7022, 7023, 7024  
623.40 

大 野 瀬  

7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 

7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 

7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 

7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051  

1,509.39  

夏 焼  
7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058

（ ロ 、 へ の 一 部 を 除 く ） , 7059, 7060  
414.72 

野 入  

7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 

7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 

7075, 7076, 7077, 7078  

 

1,052.64  

稲 武  

7058（ ロ 、へ の 一 部 ）, 7079, 7080, 7081, 7082, 

7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 

7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 

7097, 7098, 7099, 7100 

1,131.22  

中 当  
7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 

7108, 7109, 7110  
571.85 
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区 域 名  林    班  
区 域 面 積

(ha) 

武 節  

桑 原  

御 所 貝 津  

7111, 7112, 7113、7114、7115、7116、7117、

7118、 7119、 7120、 7121、 7122、 7123 
740.94 

黒 田  

富 永  

7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 

7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 

7138, 7139, 7140, 7141, 7142  

881.09 

小 田 木  

7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 

7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 

7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 

7164 

1,046.24  
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